
町では、みなさんが生活する中で起こ

る心配ごとにお答えするため、よろず相

談委員を設置しています。行政相談委員

などから選ばれた４人のよろず相談委員

が、みなさんの悩みごとの相談を受け付

けます。下記の委員にご相談ください。

相談日 毎月１回（毎月の相談日を、広

報つべつの裏表紙に掲載しています）

よろず相談委員

福井　眞知子（行政相談委員）

久保　利治（調停委員）

鷹觜　とし子（人権擁護委員）

中川　孝敏（民生児童委員）

（任期　平成26年４月１日から

平成29年３月31日まで）

問い合わせ先 住民企画課住民企画グル　

ープ　　†76－2151（内線216）

検針・料金徴収員の担当地区については、４月１日現在の大まかな

区域です。各検針・徴収員は身分証明書を携帯しております。不明な

点がありましたら下記までご連絡ください。

上水道・簡易水道・下水道・農業集落排水の料金にか

かる検針・料金徴収業務を次の会社へ委託しています。

各地域の担当員をお知らせします。

問い合わせ先

建設課水道グループ †76－2151（内線253・254）

委託先　水ｉｎｇ株式会社北海道支店　津別管理事務所

（下水道管理センター内）† 76－2848

委託先 水ｉｎｇ株式会社　北海道支店

後藤　寛治さん 上杉　猛晴さん

内田　憲造さん 佐藤　啓一さん

津別市街地区
及び活汲地区

本岐地区

豊永及び高台の一部、
美都、上里地区

相生、大昭、布川地区

日　時 ８月28日（木） 午後１時30分から午後４時まで

試験地 北見市（試験会場は、出願者に送付する受験票により通知）

受験資格 学校教育法第57条に規定する者（高等学校入学資格）で、

多数人に対して飲食物を調理して提供する施設又は飲食店営業等に　

おいて平成26年５月23日までに２年以上調理の業務に従事した者

願書提出先 北見保健所　受付期間 ５月12日（月）～５月23日（金）

提出書類（１）調理師試験受験願書１部　

（２）調理師試験受験者整理カード１部 （３）入力通知書

受験手数料 北海道収入証紙　6,900円

問い合わせ先

北見保健所健康推進課健康増進係　†0157－24－4173

平川　伸二さん

毎日の心配ごと、悩みごと

よろず相談委員にご相談ください

年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

†76－2151 内線 222、223

世帯主の所得が高いなど、国民年金保

険料の免除の対象とならない30歳未満

の方には若年者納付猶予制度、学生の

方には学生納付特例制度があります。

▼「未納」のままだと将来の年金に影

響が！

若年者納付猶予、学生納付特例を受け

ずに「未納」にしていると将来の年金受

給に際し、未納期間が保険料納付の資格

期間から除外されてしまいます。

そこで、若年者納付猶予、学生納付特

例を受けるとその期間は、将来受ける年

金の受給資格期間に算入されます。ただ

し、年金額には反映されません。

▼将来のため保険料の追納を

納付猶予、納付特例の期間について、

10年以内に追納すれば年金額に反映さ

れます。忘れずに納めましょう。

▼審査の基準

○若年者納付猶予制度

本人・配偶者・世帯主（本人が世帯主

でない場合）の所得を審査します。

○学生納付特例制度　

本人の所得のみで審査します。

20代の方に納付猶予と特例

※上杉猛晴さ

んは、相生地

区の一部も担

当します。

北海道では、交通事故相談所を設置し、

専門の相談員や弁護士が相談に応じてい

ます（事前予約制）。相談は無料です。

●弁護士相談・巡回相談日程及び時間
下記の日程で行います。相談日の週の月曜日までに、

必ず「予約先」に予約してください。

●予約先 オホーツク総合振興局環境生活課

†0152－41－0783（直通）

問い合わせ先 住民企画課　住民企画グループ　†76－2151（内線216）

■交通事故にあったが、どうしたらよいのかわからない。 ■示談をどのように行ったらよいか？

■損害賠償の額が適正かどうかを知りたい。■残された遺児への生活（教育）資金の手当ては？　など
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